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総則における規定の在り方・議論の整理のための参考に 

 

（障害者の定義） 

  障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心

身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であつて、障害及び社会

的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるも

のをいう。（改正障害者基本法の定義） 

 

（障害の定義) 

  障害とは、身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身

の機能の障害をいう。 

   ただし、本法においては、次に掲げる場合も「障害」とみなす。 

    １ 過去の障害の経歴がある場合 

    ２ 障害が将来生ずる可能性がある場合 

    ３ 障害があると他者からみなされている場合 

 

（障害に基づく差別の禁止） 

何人も、次の各号に該当する行為その他障害に基づくあらゆる差別的取扱いを

してはらない。 

◆４類型案◆ 

１（直接差別） 

直接差別とは、障害を理由とする区別、排除又は制限をいう。 

 

２（関連差別） 

関連差別とは、障害に関連する事由を理由とする区別、排除又は制限を

いう。 

ただし、その目的が正当であり、その目的を達成するうえで、必要かつ

適切な手段である場合は、この限りでない。 
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３（間接差別） 

間接差別とは、外形的に中立的な規定、基準又は慣行を障害者に適用す

ることにより、他の者と比較して不利益をもたらすことをいう。 

ただし、その目的が正当であり、その目的を達成するうえで、必要かつ

適切な手段である場合は、この限りでない。 

 

４（合理的配慮を行わないこと） 

合理的配慮を行わないこととは、障害者が他の者と平等な機会を享受す

ることができるように、その者に必要に応じて現状を変更すること（以下

「合理的配慮」という。）を行わないことをいう。 

ただし、加重な負担が生じる場合は、この限りでない。 

 

◆２類型案◆ 

１（不均等待遇） 

不均等待遇とは、障害又は障害に起因する事由に関連する取扱い又は規

定、基準若しくは慣行の適用（以下「取扱い等」という。）が、障害者が

他の者との平等な機会の享受を妨げ又は不利益を与える場合をいう。 

ただし、その目的が正当であり、その目的を達成するうえで、必要かつ

適切な手段である場合はこの限りでない。 

 

２（合理的配慮を行わないこと） 

合理的配慮を行わないこととは、障害者が他の者と平等な機会を享受す

ることができるように、その者に必要に応じて現状を変更すること（以下

「合理的配慮」という。）を行わないことをいう。 

ただし、加重な負担が生じる場合は、この限りでない。 


